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平成 30年２月９日 

加古川市総務部総務課                                

【議題（１）関係】 

１ 加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例の制定について ････  １ 



  

 
 

 

 １ 条例の制定について  

本市では、災害対策基本法の規定に基づき、災害時に避難支援等が必要な高齢者や障がい者など

の避難行動要支援者について、避難支援等を実施するための基礎となる「避難行動要支援者名簿（以

下「名簿」という。）」を作成し、災害時には、避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援

等関係者」という。）に提供することとしています。また、災害時に円滑かつ迅速な避難支援等を行

うため、避難行動要支援者本人の同意がある場合には、平常時から自主防災組織や町内会等に名簿

に記載された情報をあらかじめ提供することとしています。（別紙参照） 

平常時からの名簿情報の提供については、避難行動要支援者本人の同意が必要なことから、情報

提供が進んでいない状況です。そこで、平成 29年３月に改正された「ひょうご防災減災推進条例」

において、市は、災害対策基本法第 49 条の 11 第２項ただし書きの規定により、名簿情報を提供

するための特別な定めを設ける条例を制定する等の措置を行うことが明記されました。 

今回、条例を制定することにより、避難行動要支援者本人から明確な不同意の意思表示がなされ

ないときは同意したものと見なす、いわゆる推定同意方式を導入し、平常時から避難行動要支援者

の名簿情報を地域の避難支援等関係者に提供し、支援等の体制構築を進めようとするものです。 

なお、名簿情報の提供については、加古川市個人情報保護条例第８条第１項第２号の「法令又は

法令の規定による指示があるとき。」に基づく個人情報の外部提供の制限の例外として取り扱います。 

 

 ２ 条例に定める主な内容について  

（１）名簿情報の提供に関すること 

地域の避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することについて本人に同意を求めた場合に

おいて、当該本人により同意をしない旨の意思が明示されなかったときは、当該本人の同意を得

られた場合と同様に、当該名簿情報を提供するものとすること。 

（２）名簿情報の取扱いに関すること 

① 市長は、名簿情報の提供を受けた者に対し、当該名簿情報の管理状況に関する報告を求め、

又は当該名簿情報の管理状況を検査することができること。 

② 名簿情報の提供を受けた者は、提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切

な措置を講ずるものとすること。 

③ 名簿情報の提供を受けた者は、名簿情報を避難支援等の用に供する目的以外に利用し、又は

提供してはならないとすること。 

 

 ３ 名簿情報の提供について  

①平常時 …  避難行動要支援者本人に同意が得られたとき、または、同意を求めた場合におい

て同意しない旨の意思が明示されなかったときに、市から町内会や民生児童委員

等へ名簿情報を提供します。 

②災害時 … 安否確認などで必要な場合は、町内会や民生・児童委員、消防団等の地域の避難

支援等関係者からの申出により、市民センターで保管する名簿情報を提供します。 

 

 ４ 名簿の取扱いについて    

平成 27 年３月に策定した「加古川市避難行動要支援者支援指針」に情報漏えいに関する防護措

置を定め、適正に名簿を取り扱っています。なお、平常時用の名簿は、対象者がいる町内会で、災

害時用の名簿は、町内会ごとの名簿を市役所と市民センターで保管しています。 
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 ５ 今後のスケジュールについて  

平成 30年１月 22日（月）までパブリックコメントを募集し、３月議会に上程予定。 

施行期日は、平成 30 年４月１日とし、一定の周知期間を設けた後に、避難行動要支援者本人に

情報提供についての同意を求める予定です。 

 

 ６ 関係法令について  

○災害対策基本法（抜粋） 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支

援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めると

ころにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体

を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎とする名簿（以

下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなければならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとす

る。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする事由 

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項  

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行

動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定

された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、

消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭

和二十六年法律第四十五号）第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難

支援等の実施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情報を提供する

ものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて

本人（当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合

は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体

を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等

関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供するこ

とについて本人の同意を得ることを要しない。 

 

○ひょうご防災減災推進条例（抜粋） 

第３条 市町は、防災減災の取組を推進するため、次に掲げる事業に取り組むものとする。  

・・・・・（略） 

３ 市町は、災害の発生に備え、自主防災組織等（法第２条の２第２号に規定する自主防災組織、自治会等の

民間団体をいう。以下同じ。）に対し避難行動要支援者の法第 49 条の 11 第１項に規定する名簿情報を提

供するため、同条第２項ただし書に規定する特別の定めを設ける条例を制定する等法制上の措置その他の必

要な措置を行うものとする。 
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